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第 1回松阪市障害者地域自立支援協議会全体会会議録 

 

 

令和 6年 8月 21日（水） 

13：30～15：38（2時間 08分） 

 

事務局(司会)  

それでは定刻となりましたので、ただいまより令和 6 年度第 1 回松阪市障害者地域自立

支援協議会を開催させていただきます。 

 

【～中略～（挨拶）】 

  

これより事項書の議題に入りたいと思います。それでは開会に先立ちまして、松阪福祉事

務所長よりご挨拶を申し上げます。 

 

【松阪市福祉事務所長（挨拶）】 

 

事務局(司会)  

続きまして事項書の 2 番に移りたいと思います。今年度から新しく委員になられた方も

見えますので、改めて委員の自己紹介をお願いいたします。 

 

【各委員（自己紹介）】 

 

事務局(司会)  

続きまして事務局職員のご紹介をさせていただきます。 

 

【事務局職員（自己紹介）】 

 

事務局(司会)  

次に事項書の 3番に移りたいと思います。これより会長、副会長の選出を行います。 

 

【正副会長の選任・承認】 

 

事務局(司会)  

それではご承認いただいたということで、まず会長より就任のご挨拶をお願いします。 
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【会長（挨拶）】 

 

事務局(司会)  

次に副会長より就任のご挨拶をお願いします。 

 

【副会長（挨拶）】 

 

事務局(司会)  

続きまして事項書の 4 番議事に移りたいと思いますが、議事の進行につきましては協議

会運営規則第 6条で会長が議長となりますので、会長、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

会長 

 それでは事項書に従いまして議事を進めていきたいと思います。まず初めに(1)第 6期松

阪市障がい福祉計画及び第 2 期松阪市障がい児福祉計画の年度報告について、事務局の方

からご説明させていただきますので、よろしくお願いします。 

 

【(1)第 6期松阪市障がい福祉計画及び第 2期松阪市障がい児福祉計画の年度報告について 

事務局より説明】 

 

会長 

 今の説明につきましてご意見、あるいはご質問がありましたら挙手をしてご発言をお願

いします。 

 

委員 

 少しお聞きたいしたいことがあるのですが、この報告はこの委員会として決定をするの

か、または違う場所で承認されるのですか。それだけ教えてほしいです。先ほど説明があり

ましたがその承認はどこで取られますか。 

 

事務局 

 この協議会の場でご意見をいただいて、承認という形でなくご意見をいただく場という

形で、ご意見等お出しいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

委員 

 施策推進協議会のチームを持つわけじゃないですか。今は自立支援協議会をやっている。 
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会長 

 委員のご質問に対して、あるいはご意見、要するにこのデータそのものがどういう形で公

式に評価されて我々が評価したかということですよね。 

 そのことについて当局としてはどのように対応するかという問題と、それから我々とし

ては計画に沿ったものでも、現状がどうなっているかということの把握ですね。それをいわ

ゆるデータの共有化という目的で、ここで発表されたわけですね。これは、公式のどこかで

認められなければならないものなのか確認したいということですね。 

 

事務局 

 この障がい福祉計画、障がい児福祉計画につきましては、策定委員会を作らさせていただ

いて、計画を策定しています。今回報告をさせていただきましたのは、計画年度が終了した

のに伴いまして実績を報告させていただいたということでございますので、実績に基づい

て、項目についての評価等をいただければということで、実績についての変更ということは

ございません。これからも次期の計画を作ってまいりますので、その時の参考になる意見を

伺いたいということでございます。以上です。 

 

委員 

 ちょっと意味がわからないです。この最終的な今の報告をそういう施策でよろしいです

よというお墨付きは松阪市ではどこなんですか。 

 

会長 

 今日の計画は、前の計画で、新しいのを行います。これからこれに移った時に、それにつ

いての評価、出てきたところの評価ということも確認しないといけない。つまり PDCAとい

うのは、どんどん前へ進んでなくて、やってきたことについてそれを点検、評価してフィー

ドバックして、そして次の段階に行く。こういう仕組みが PDCAです。その仕組みが我々に

とって見えにくいところなんですよ。なので理解しにくいなと。頭の中では何となく私はそ

ういうふうに聞いたからわかるけども、そのへんがうまくいってないところがあるのかな

という気が若干するので、これからこれに移った時の経緯ね。前回の時にこの話が出ました

よね。これ冊子になって出てくる。ところが、前の計画に沿った形でどこまで進んできたか

という結果がこれになる。だからこれについて公式の研究はどこでするっていうのを。本当

はした上で動かないといけないのですけど。これが後に出てきて、これ先行っちゃったとい

うことになってるのかな。どこかできちんとしないといけない気がしますけれどもね。それ

で、何らかの形でこれが我々だけのデータじゃなくて、つまり計画書として公表されている

わけだから、これは誰が見たってわかるものですから。だから、それについての結果がここ

だけじゃないっていうのがまずいかなと。ちゃんと報告書なら報告書で、ちゃんとレポート

でいいから何らかの形で公表をするというふうにした方がいいのかなと。会長としてはそ
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ういう個人的な意見かもしれませんけど。 

そういう意味で、ご質問された主旨は十分に理解できます。そこのところについてどのよ

うに対応するかと。これは宿題かな。勝手に宿題にするわけにはいかない。何のために計画

を作るかということ。これはずっと昔から長年言われてることで。これ作りましたよという

のではなくて、やりましたよとちゃんとわかるようにしてもらいたいなと。長年の思いなん

ですが。国だって同じものなんで。報告書で探さないとわからないのが、別に議会でどうこ

ういう問題ではないし。 

長く生きているので、余計なこと申し上げて申し訳ないです。そのことについてちょっと

宿題として持ち帰らせていただくということでよろしいですか。他に何かご質問はありま

すか。 

 

委員 

 まず、資料を一週間前に送ってください。お願いします。いきなり机に置かれてこれだけ

いつ読み込めっていうのですか。お願いいたします。 

就労定着支援の件についてお聞きします。資料 1の 2ページの就労定着支援事業所数が、

目標 1 ヶ所だったのが 0 ヶ所になっていますよね。これは松阪市に事業所がないためとお

聞きしました。でも、就労定着支援を利用して一般就職する利用者数がいるということなの

で、どういうことかおたずねしたところ、松阪市外の事業所でこのサービスを使われた方の

数字だということで理解しました。それが多いのか少ないのかという疑問はあるのですけ

ど。今日配られました冊子、第 7期松阪市障がい福祉計画の 8ページ、9ページでこの資料

1 の方には入っている就労定着支援事業所数 1 という項目と目標がなくなってるのですよ。

松阪市は諦めたということでしょうか。障害者自立支援協議会なので、自立を支援するサー

ビスがなくなる時は説明責任があると思うのでよろしくお願いします。 

 

事務局 

 私どももこの件については、どうして消えたか把握しておりませんので、調べさせていた

だいてまた報告させていただこうと思っております。 

 

委員 

 今、配られた冊子を見ると、目標設定にあたっての考え方のところに、ちゃんと就労定着

支援事業を積極的に活用すると書いてあるんですよ。だから就労定着支援事業所数をなし

にするのであれば、もう松阪市では作らないので、就労定着支援受けたいという方が出たら、

津市にはありますので津市へ行ってくださいとご案内するとか、そういう感じにするとい

うことだったらいいんだけど。令和 3年度から 5年度が 0か所、0か所、0か所となっても

う見込みもないし、また未達成になるとだめだから外したというふうに見えますよね。私、

午前中からこの件で何回かお電話させてもらっているので。今いきなり言っているわけで
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はないのですけど。ここからここの移行のところ、いつの間にか消えるって。増えるのはい

いんですけど、消える時はそれなりのね。しかも、すごく障がい者雇用率上げていかなくて

はいけない。2.5％から 2.7％になって増えていっているなかで。一般就労にいくと、働い

て初めて困難に直面する人がいる。労使の問題というのは職場の人には言えないんですよ

ね。だから外の人に相談する。ニーズがないわけではないと思うんですよ。供給の内容にニ

ーズがないだけであって、あれば絶対に相談に行くし、私たちが例えば相談を受けた時に、

そういうところがあったらここに行ったらどうっていうことが言えるんですけど。今ググ

っても松阪市は出てこない状態で。ここに載ってないということは今後 3年間、もう作る気

がないということでいいですか。ちょっとどうかなと思うので。先ほど寺本会長が宿題って

言われましたけど、なくした時点で、意思があってなくされてると思うんですね。普通その

まま前年と一緒で、なくしているのだから理由があってなくしていると思うんですよ。だか

らちょっと聞かせていただかないと。 

 

事務局 

 この就労定着支援事業所に関しては、委員言われましたように第 6 期、第 2 期の方には

この事業所数を載せておったところなんですが、元々国の指針の中で目標設定自体が設け

られておりませんので、今回そのあたりの整理させていただきまして、この新しい計画の中

では定着支援に関する目標を省かせていただいたという形でございます。それから、他の就

労定着支援事業の定着率等の数字等ございましたら、このあたりも設定しても、その数字は

上がってこないのは確実でございますので、そういった部分につきましても、この新しい計

画のなかでは省かせていただいたということになります。 

 

委員 

 今のもう一回言ってください。ちょっとよくわからないんですけど。 

 

事務局 

 まずですね、第 6期の計画の中で、就労定着支援事業者数を書かせていただいておりまし

たが、まずこの計画自体が国の指針に基づいて作っている部分がございまして、国の基本指

針が示されておるところでございますが、指針の中で就労定着支援事業に関しては、事業所

に関しての目標設定というのがございませんでして。そのことから新しい計画の中では、就

労定着支援事業所に関しては事業所の数の目標を省かさせていただいたというところでご

ざいます。 

それから就労定着率等の数字がございますが、第 6 期については就労定着支援事業所の

割合、まず資料 1を見ますと、2ページ目の表一番下のところ、就労定着率が 8割以上の就

労定着支援事業所数(B)1 ヶ所という目標があって。その下、就労定着率が 8 割以上の就労

定着支援事業所の割合 100%という目標が第 6 期の方にはあったんですけども、これらにつ
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いては現時点で市内に就労定着支援事業所がございませんので、目標設定したところで数

字が出てこないという確率でございましたので、これらについては目標設定を省かせても

らったということでございます。 

 

委員 

 私は出てきているだけで当事者ではないんですが、今の当事者の前で言えますか。それが

理由にはならないんじゃないですか。そういう答えは求めていないです。障がいのある方の

一般就労を支援しましょうと国も言っていて、事業所の義務が書かれていて、何%やってい

きましょうと皆頑張っている中で。でも、特に精神障がいの方が就労を継続していくにはい

ろいろと人間関係とかで大変なので定着支援は必要で、定着支援サービスはちゃんと法律

で定められて、平成 30年ぐらいからあるわけですよ。そんなにたくさん人数はないけれど

も、それは移行する人がまだ少ないからないわけであって、B型で止まっている人も多いか

ら。移行も年にちょっとしかなく少ないから。実数だけ見たらニーズがないように見えます

けども、別にそういうことではないわけですよ。流れとしては一般の方にみんな行こうねっ

ていう流れでいっているなか、この 3年間 0か所だったので、今、事務局が言われたのは確

かに 100%に、分母が 0になれば 0%になるからね、そういう意味でというのはわかりますけ

ど。結果として 0 になったというのはいいのですが、次の 3 年間の目標も立ってないって

いうところは、もう行政の方から定着の支援みたいな働きかけはやらないっていうことで

すよね。ここに書いてないことはされないから。だからそのことに対するお返事をいただき

たいです。ただ皆さんに任せるので、民間でやってくださいっていうお考えで市はやめます

っていうことなのか。別に定着支援なんて使っている人がいないからいいってことなのか。

どうなんですか。当事者に持って帰って説明できる答えをいただきたい。 

 

委員 

 先ほどのに話に戻るんですけど、こういうことを協議会で希望があったということにつ

いて検討してもらうことは可能なんですか。先ほど言ったようにこの自立支援協議会はそ

ういう聞き取りの場であるということだったら、先ほど出された意見を考えるということ

にしてもらえないのですか。県がなくなったということで変更したのは松阪市ですよね。 

 

事務局 

 先ほどおっしゃられた通り、委員からこういう提案、要望、ご意見いただいたというのを

含めて構築していく計画ですので。委員がおっしゃられたようにそういう意見は頂戴した

と。それで、うちからその意見を踏まえて検討していくというような形になるので。委員か

らいただいた意見も今後うちの検討課題として。おっしゃられることはもっともだと思い

ますので、検討していきたいなと考えています。 
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会長 

 そういう意味では前向きに捉えればいい。別に重く捉えずに。そういうふうにして考えて

いけば、今後そういう形で展開していくことができる。ただこういうふうに我々が理解でき

るような形に持っていくというのは、これは割り切りのないことだから。それはそれで私も

含めてそうなんだと思いますけども、きちんと整理をしていく必要があると思います。その

ための積極的な、建設的なご意見として承ってもらえればいいと思います。がちがちになっ

て動きが取れない状態でもなさそうなので。 

 

福祉事務所長 

 すみません。ありがとうございます。私もこの開会の挨拶で言わさせていただきましたけ

ど、ここで出た意見は先ほど会長が言われたように前向きな意見というか、やっぱり障がい

福祉は一歩二歩少し前進するためのご意見としてうまいことやる。これは前提だと思って

います。ですので、いただいた意見、これは貴重な意見をいただきましたので、次の時に障

がい福祉少し変わったぞと言っていただけるような部分で、大事な意見いただいたと思っ

ていますので、きちんと受け止めさせていただいて対応させていただきます。以上です。 

 

会長 

 ここでなかなか解決つかないです。 

 

委員 

 そういうことだなって思っていましたので。私は思いつきで言っているのではなく、通達

か何かだと思うのですけど、ちゃんと厚労省が就労定着支援の実施についてということで、

令和 6年 3月事務文書を出しております。それをちゃんと私見ました。それで、さっき国が

数字を出していないからって言われるから言うんですけど、出さない理由として障がい者

自らが障がいがあるというのを言わずに一般就労する方もいるので、そういうこと言っち

ゃうとあなた障がいありますねと言わないといけなくなっちゃうから。努力義務にしてい

るだけじゃなくて、本当は義務であるというふうに厚労省も言っているので、数字がなくて

もいいんだということではなく、そこまで考えられての施策だと思いますので。本当にちょ

っとしたことで通えなくなって、それがトラウマになって引きこもりになる精神障がいの

子ってすごくいっぱいいるんですよ。話を聞くと、本当に簡単なことで、そんなこと誰か上

司とかに頼んだらいいのにみたいなことが言えなくて、もう行かないみたいなことになっ

て。一回そういうふうになると半年ぐらい引きこもって、次は就労Ｂへやり直しみたいな感

じになる。すごく苦労している子がいっぱいいるんですよ。本当に簡単なことなんですけど、

精神障がいの人というのはコミュニケーションを出す方もだし出る方もだし。そこに背負

いこむ方があるので。そこに書いてある、就労ケース渡してあるでは済まない人なんですよ。

きつい調子で言われただけでだめになる人はそういう感じだし。だから、就労定着支援とい
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うのは本当に必要で。障がいのある人たちが仕事をして、自己肯定感を高めてみたいなこと

をやるのに欠かせないことなので、本当に 0はやめてください。0.5でもいいから。0じゃ

ないので、ぜひお願いしたいと思います。 

 

会長 

 ということで、この問題につきましては、限られた状況でなかなかできないので。全部丸

ごと宿題としていただいて、積極的に次の会議までには回答を出して、こういう形にしたい

と思います。それでは、まだありますか。 

 

委員 

 この計画書いただきました。私は今年度から代わったんですが、まだ集中してなかなか見

ることができなかったんですが、まず 10ページ。手話奉仕員養成研修事業で、人数が令和

4 年度 0 になっているのはコロナで開催されなかったのかちょっと私は理解できないんで

すが。ただ目標の人数も書いてない。わからない。手話通訳の設置についてもこちらには入

っておりません。手話通訳派遣事業の件数も記載されておりません。聴覚障がい者、聴覚障

がい児の支援の対応についてもここに書かれていないので教えていただければと思います。 

 

事務局 

 委員がおっしゃられた手話奉仕員養成研修事業、10 ページのところでございますが、松

阪市は手話奉仕員養成講座を土曜日と月曜日、二つ行っておりまして。それぞれ入門で 1年、

基礎で 1年。それからもう 1年ステップアップということで、3年で終わるというサイクル

でございます。で、その中で、3年で二つ講座をやるというところで。入門と基礎が終わっ

た段階で終了という形になるんですけど。令和 4年度につきましては、基礎で終了するとい

う方がいない年に当たったというところで、見込み自体も 0 で、実績も 0 というのはそう

いったことで、終了者がいない年になったということでございます。 

それから手話通訳派遣の実績が載っていないという話ですけど。これにつきましては分

かりにくくて申し訳ございません。資料 1 の 9 ページ真ん中辺りにあります意思疎通支援

事業の利用件数というのがございまして、これは令和 5 年で言いますと 286 件の実績は、

手話通訳派遣の、手話通訳と要約筆記を合わせた数字での実績でございます。 

 

委員 

 何ページですか。 

 

事務局 

 9ページの真ん中ですね。日常生活用具給付等事業って縦に書いてある真上ですけど、意

思疎通支援事業というのがございます。そのところの数字が手話通訳派遣と要約筆記派遣
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の件数でございます。それから聴覚障がい児に関しての部分につきましては、この計画の中

で盛り込んでないところでございます。すみませんでした。 

 

委員 

 ありがとうございます。手話奉仕員養成事業について、目標の人数というのが 0というの

は、松阪市ろうあ福祉協会に対して何も報告がなかったようで、そういう活動が見えないと

いう面もありますので、すべてそういう進捗状況などは私どもの協会の方にも報告をして

いただければありがたいです。全く報告いただいてないのでわかりません。お互いに共有し

て事業を進めていきたいと思っています。計画に関しても大切なことですけども、私どもの

協会に対して何も意見を求められたりとか相談がなかったので、そういう面でも一緒にこ

れから共有してやっていただきたいと思っています。以上です。 

 

会長 

 はい。それでは次の議題に移りたいと思います。ワーキングチームについてということで、

それぞれご報告をお願いしたいと思います。 

 

委員 

 相談支援部会リエゾンの方から報告させていただきます。リエゾンの活動報告内容とし

て、現在毎月の会の開催によって、その会の活動の様子や確認ですね。様子の確認と困りご

との共有ということをさせていただいています。あと事例検討やグループスーパーバイズ

等ということで、個々の相談支援専門員の質の向上というところを図っております。その他

にですね、カナミックや BPSモデルの紹介等の勉強会なども行っております。 

あとは日本相談支援専門協会の研修とか、現任研修、主任相談支援専門員研修の案内等を

毎月情報として発信等をする時間を作らせていただいているという状況です。その度です

ね、毎月障がい福祉課の職員の方が参加していただいておりまして、行政の立場から意見を

伺うこととかですね、報酬改定の説明等今年は受けることができていて、今後も参加してい

ただいて、また相談支援の現状や情報共有を市とも図らせていただきたいとリエゾンとし

ては思っています。 

2番目としてですね、自立支援協議会でリエゾンとして協議をお願いしたいことはないで

すかということで、リエゾンの中で聞かせていただいたところ 2点上がってきましたので、

ご協議いただけたらと思います。 

まず 1 点目はですね、最近松阪市のグループホームが非常にたくさん増えてきているん

ですが、グループホームでトラブルが起きた際の対応についてというところでして。先日ニ

ュースにもなりましたが、食材費の過大徴収が問題になって、同じような問題が起きた場合、

利用者の生活に大きな影響が出た場合ですね、県や市とか、相談支援相談員の役割として誰

がどのように動いて行くのかということです。あと松阪市も日中サービス支援型のグルー
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プホームが少なくとも 3 件という状態で増えて来ている中で、支援の質というところを松

阪市さんがどのように評価しているのかというところですね。そういったところも含めて

協議をしていただけたらと思います。もう一つがあゆみ特別支援学校高等部の就学児童の

実習とか、就労アセスメントの期間中のご家族の送迎についてというところで､毎年相談が

相談支援専門員にあったりするんですが、その中で特に困っている方というのは数名だっ

たりするんですけれども。ただですね、利用者本人の将来に関わる大事な就労の実習であっ

たり、アセスメントという場であってですね、障がい児の障がい特性や家庭状況、家族の生

活力の課題からですね、実習の送迎や就労アセスメントの送迎についてご家族がなかなか

難しいということで、相談支援専門員に相談が来ることがあります。ただ相談支援専門員と

してはですね、その部分に対して福祉サービスの支援でも対応ができない部分であったり

ですね､またアセスメントに関してはですね、障がい福祉の方の社会資源の開拓というとこ

ろの目標からですね、就労アセスメントの事業所さんにお願いをして、送迎をしていただい

てなんとかアセスメントができたというようなケースがあったりするんですが、基本的に

はご家族がこの実習期間中の送迎と、アセスメント期間中の一週間の送迎というのもすべ

て一度会議を行わなければいけないという現状で。社会的にも共働き世帯も増えている現

状の中で、それをすべてご家族で賄っていくというところに大分課題が生じるところが増

えてきたかなというふうに見ていて感じます。学校側と福祉の部分で、これから先でどうし

てもそういったところだと福祉と障がいの部分どちらも関わりがあることなので、福祉の

場と教育の場というところでですね、連携を図っていただいて、この課題に対して何か提案

をいただけたらなというところで、協議をお願いしたいと意見としてありました。以上がリ

エゾンからの報告となります。 

 

会長 

 お願いと、それから質問については全体が終わってからお伺いしていきたいと思います。

後ほど答えてもらいます。それでは次にじょいんさんお願いします。 

 

委員 

 じょいんですが、3 ヶ月に 1 回の活動として、昨年 11 月 20 日、今年になって 2 月 19 日

BCP ですね、BCP の件について事例を交えた研修をさせていただきました。5 月 20 日です

が、年度が 3 月終了ということで、5 月 20 日からは新年度ということだったんですが。正

直会長も決まらず、副会長も決まらず、どうするかも決まらずということで、5 月 20 日は

そういう話をさせていただきました。人の集まりが悪くて毎回 4、5人しか集まらない状態。

我々の力不足ですけども。今度はゆるく開催させていただきたいと思っております。内容と

しては調理実習をさせていただくつもりでございます。以上です。 
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会長 

 はい、ありがとうございました。続いてラナさんお願いします。 

 

委員 

 生活介護事業所連絡協議会ラナの活動報告と予定をお話させていただきます。令和 5 年

度の活動というところで、年に 4回ほど開催させていただいていまして、皆さんの事業所さ

んでも日中の活動ってどんなことをしてるの。みたいなのをグループワークで話し合いを

させていただいたり、サービス管理責任者さんの個別支援計画の作成の仕方とか。現場のス

タッフさんはどういうふうに関わっているのかなという情報交換。あと相談支援事業所さ

んたちと一緒に交流会をさせていただいたり。去年の目玉としては講師をお招きしてコミ

ュニケーションスキルアップ研修の方をさせていただきました。 

令和 6年度の活動としては、第 1回は 6月 14日に BCPということで、虐待と身体拘束に

関する勉強会。あと事例検討によるグループワークをさせていただきました。2回目は 9月

13 日に、送迎も支援の一環であるということで、生活介護の中で福祉車両の点検とか送迎

についてということで、また講師をお招きして、福祉送迎運転者講習会というのを予定させ

ていただいております。で、あと残り 3回、4回というのは、また皆で話し合って内容を決

めていこうと思っています。 

市内の生活介護の事業所さんがそれぞれの情報共有をして、学んで行ける場となればい

いなということで、現場の施設向上を目指して様々な内容で活動をしております。よろしく

お願いします。 

 

会長 

 それではグロウスの会ですが、委員がお休みなので事務局お願いします。 

 

事務局 

 事務局の方からグロウスの会のご報告をさせていただきたいと思います。 

グロウスの会は、松阪市の児童通所サービス事業所の連絡協議会ということでお集まり

をいただいております。今年度は 4回活動をされる予定をしております。今年度は 5月に 1

回開催をしておりましたので、そのことについて簡単にご報告させていただきたいと思い

ます。 

5 月の開催の時には 19 名のご参加がございまして。それで、皆様の方で今年度は令和 6

年度の報酬改定の年でございましたので、そのへんで皆様で報酬改定の疑問点というのを

出し合っていただきました。勉強したいことですとか、もっと詳しく知りたいということに

つきましては取りまとめいただきまして、障がい福祉課の方でご質問という形で質問を頂

戴いたしましたので、ご質問が 18項目くらいございました。それにつきまして市の方がご

回答をさせていただいております。主なご質問としましては、加算の算定の仕方ですとか、
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記録の書き方ですとか、その書式がわかりにくいとかそういったご報告がございましたの

で、国の QA などを参考にさせてもらいながら市としましては回答させていただきました。

簡単なご報告で申し訳ないのですけど、以上でございます。 

 

会長 

 それでは地域生活支援拠点部会、事務局お願いします。 

 

事務局 

 地域生活支援拠点部会のご報告をさせていただきます。今年度より新たに拠点に登録さ

れた事業所、入所施設、計画相談事業所が加わって、部会で 3つの医療機関、6つの事業所、

マーベルさん、障がい福祉課で多職種がお集まりいただいて部会を行っています。 

現在、拠点に登録されている事業所は全部で 25法人、49事業所がされております。しか

しながら登録世帯は 2世帯ということで、少ないんですけども。ご相談いただいている事案

はあるんですけども、登録までには至っていないという世帯がいくつかございます。登録ま

で至らない理由の一つとして、拠点に登録していただくというところで緊急時にスムーズ

な対応を行うために、事前にショートステイなどを体験していただくというふうなことが

前提でお話をさせてもらってるんですけど、事前の体験に難色を示されるご家庭、難しいか

なというお話をいただいているなかで、話し合いを継続しているところがございます。 

あともう一つは、事業所にまだ拠点の周知がまだ十分足りていないのかなというところ

で、今後の拠点事業所向けの広報について力を入れて行きましょうというようなお話をし

ております。 

今年 2回やりまして、5月の部会ではハイリスク世帯の定義の見直しというのを皆さんと

話し合いました。拠点の登録はハイリスク世帯の方を登録の先約ということですけども。今

まで後期高齢者 75 歳以上としていたんですけども、年齢の見直しを行って 65 歳以上に下

げましょうという話をしました。また必ずしも年齢だけじゃなくて、介護者の緊急度が高い

と判断すれば、年齢は問わないですよというところも改めて確認したところです。 

それと令和 6 年度の講習会でもありましたので、地域生活支援拠点の加算というのもた

くさん入りましたのでそれについての説明と、松阪市で拠点に関する独自報酬もございま

すので、それについての確認を行いました。 

第 2 回は 8 月に実施しました。これは各事業所が今まで経験した緊急対応を行った事例

を皆で共有し、今後拠点の対応の参考にさせてもらっております。もう一つは、最後その他

のところでちょっとお話させてもらうんですけども、地域連携推進会議についての話し合

いがございました。これはグループホームを中心に令和 7 年度から義務化される連携会議

なんですけども、これらを皆で話し合い、確認を行っている状況です。またその他の事項④

で改めてご説明させていただきます。 

第 3回は 11月に予定しております。この第 3回の内容は日中サービス支援型のグループ
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ホームの報告会、評価になります。先ほどリエゾンの方でお話ありましたけど、日中サービ

ス支援型のグループホーム、重度の障がい者に対して、昼夜を通してサービスの提供をする

グループホームのお話なんですけども、今年、日中サービス支援型のグループホームが松阪

市内に 3 社となりましたので、これらのグループホームに対して協議会で事業報告してい

ただいて、拠点の部会で評価をさせてもらう予定です。当日 11 月の拠点部会に、3 事業所

の方々に参加いただいて、実施を予定しております。以上です。 

 

会長 

 はい、ワーキングチームの方からご報告いただきました。何かご質問、ご意見等々あれば

ここで協議して、リエゾンさんの方からは協議に関して 2 点ほど議題がございましたけど

も。改めてもう少し皆さんたちにもしていただけるような形で、皆さんお忙しいのはわかっ

てますから。できるだけ早く問題聞いてお願いしたいことは、事務局にばんばん出して何と

かしろと、どんどんプッシュしていただければいいと思うんですけど。ちょっとこのへんに

つきましては、これもういっぺん宿題。それ以外について何かご質問、ご意見ございました

ら。 

 

委員 

 ちょっとお聞きしたいんですけど、松阪市社会福祉協議会も福祉サービスの提供者にな

っているので、そういう提供者としての対応がいるのですか。福祉サービスの提供者と思う

ので。本人さんは別なのでそこに入っているのかな。対象事業者、事業提供者として入って

いるのかお聞きしたい。 

 

会長 

 誰が入っているかということですか。 

 

委員 

 松阪市、松阪市社会福祉協議会。事業提供者の面もあるから。福祉事業も提供していると

思います。メンバーの中に入っていますか。 

 

委員 

 先ほどのワーキングチームのことですか。 

 

委員 

 事業提供者も入ってくる。 
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委員 

 計画相談についてということなんですね。それは入っていただいてます。 

 

会長 

 よろしいですか。何か補足ありますか。ないですね。 

それでは、ちょっと駆け足になりますが、次の事項書、5番目その他に移りたいと思いま

す。まず一番上の事項、能登半島地震被災地の報告について。これについては 1月 1日に能

登半島で大地震が発生し、実際に被災地に支援に行かれた松阪市福祉協議会 岡主幹よりご

報告いただきます。 

 

【①能登半島地震被災地の報告について 松阪社協岡主幹より報告】 

 

会長 

 岡さんありがとうございました。何かご意見、ご感想あれば、せっかくですので。何かご

ざいませんか。全般的な被災地の復興とか。障がいのある方にどのように対応されているか

とか。そのへんのところも気になるところですね。何かあればまた個別でもいいと思います

ので、岡さんに確認していただければと思います。岡さん、どうもありがとうございました。 

次にあゆみ特別支援学校の整備について、佐藤委員お願いします。 

 

【②松阪あゆみ特別支援学校の整備について 佐藤委員より説明】 

 

会長 

 ありがとうございました。この反対側見ていただいて、こういう形になりますと説明して

いただきました。何かご質問ございますか。 

それでは、議事進行進めて行きたいと思いますので。それでは３番目ですね。松阪市手と

手でハートをつなぐ手話条例施行 10周年について、先ほどちょっと触れましたけども、事

務局から説明がありますので、よろしくお願いします。 

 

【③「松阪市手と手でハートをつなぐ手話条例」施行 10 周年について 事務局より説明】 

 

会長 

 あとでまたご質問等いただきたいと思います。続けて資料 3 の地域連携推進会議につい

て、事務局より説明願います。 

 

【④地域連携推進会議について 事務局より説明】 

 



15 

 

会長 

 はい。ありがとうございました。③と④につきまして、③はないと思いますが、④で何か

ご質問等ありますか。③の方、これについてもう少し何かあるんじゃないですか。手話条例

施行 10周年について。 

 

委員 

 グループホームの方ですけど、必ず設置されるのであればなのですね。50 以上あるわけ

じゃないですか。どこか模範みたいなのを先行してやってもらって、その例を皆にこういう

ふうにやったらいいですみたい感じなのを作って配るぐらいしないと。グループホームさ

ん、皆さんすごく忙しくて、とても新しいことをやる余裕がないところばっかりだと思うん

ですが。 

あと、これは地域との連携がポイントなんですか。それともニュースになったグループホ

ームみたいなことがあったからちゃんとやろうみたいな、ちょっと緩い監査みたいなのが

主なのか。地域に開かれたグループホームということで、グループホームの人と地域の人と

の交流みたいなのものが目的なのか。どっちなんですかね。どっちにも読めるような感じで

す。 

 

事務局 

 ご意見ありがとうございます。地域連携推進会議についてはいろんなグループホームさ

んからご相談をいただいているところです。そのなかで、地域の関係者とのつながり。自治

会長さんか民生委員さん、必ずしも自治会長や民生委員である必要はないんですけども、そ

ういう部分での連携が難しくて。そこのつなぎの部分を心配されている事業所さんも多い

ので、自治会長とか民生委員さんの情報というのは、行政じゃないとわからない部分もあり

ますので、そこのつなぎについてはご協力させていただかないとだめなところがあるかな

と思っておりますし。今回 7年度から義務化ですけれども、事業所さんまだどのように運営

していけばいいかなと試行錯誤されている段階で、こちらとしては何かいいモデルを作っ

ていただけるような事業所があったら、そこを参考にして周知していく必要があるかなと

は思っておりますので、今後いろんな事業所さんと話をしている途中なんですけども、何ら

かの形でグループホームさんに周知を。義務化が決まっておりますので、そこはしていく必

要はあるかなと思っています。 

二つ目の、グループホームの問題が出ていますけど、グループホームが松阪市に 50以上

あって乱立しておりますので、松阪市としても知らないうちに減っていっている部分がご

ざいますので。やっぱり開かれた、非常に閉鎖的になってしまうというのが一つ問題になっ

ていまして。誰もそこのグループホームの状況がよくわからないんですとか。そこに計画相

談が入っていただいて話をいろいろ聞いていただくというのがあるんですけれども、グル

ープホーム自体が計画相談をやっているようなところですので、完全に閉鎖的な中の状況
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がよくわからないというところも出てきますので。そういう問題もあって、地域に開かれた、

どういう事業所がやっているのか。どういう利用者さんがやっているのかというのを地域

の人にわかってもらおうというのが一番の目的だと思っておりますので、そういうところ

も含めて会議を進めて行く形になるかなと思っています。 

 

委員 

 地域の人に知ってもらうのが目的なの。 

 

事務局 

 手引書になぞってしまう形になるんですけど。2ページ目の上段になりますけれども、地

域との関係作りでありますとか、地域の人、施設へ理解の促進、理解していただくこと。も

ちろんそれがサービスの透明性、質の確保にもつながるという、4つの目的を行うものとし

て会議を設立しましょうという形になります。 

 

委員 

 地域の人に開かれた施設とかっていうのはすごく耳障りな言葉なんですけど。グループ

ホームは普通の家なんですよ。普通の家が引っ越してきたからといって開放しませんよね。

本当それだけの感じなんですよ。しかも、精神障がいのある子たちが入っているところに他

人が入っていったらとんでもないみたいな子いっぱいいるわけ。消毒しないといけないと

か、そういう感じになっちゃうところに、例えば見学会とかって書いてあるけど。グループ

ホームによると思うんですけど、開ければいいみたいな前提で制度設計をされちゃうと、ち

ょっと問題起きるんじゃないかなと、すごく危惧いたしますのでグループホームに関して

は。介護の方はそうじゃないですが。 

それと、特に精神障がいのある人のグループホームは全然違うので。閉じなきゃいけない

からと言っているわけではない。そうしないとあの子たち安心できないというのもあるの

で。これ見ると施設内じゃなくて外の会議室で会議してもいいみたいなことが書いてある

ので、必ずしも中に入って来てとは書いていないし。手引きを今見たらどんどん行くんじゃ

なくて、一人ずつ書いてあるので、ちゃんとやればいいのかなって思ったんですけども。ど

っちかというと、外部の目を入れてという抑止効果があるのかな。今グループホームが乱立

としているということですけど、まだまだ足りないって思っているんですよ。もっと乱立し

てほしい。当事者としては。もっと倍ぐらい乱立してほしい。できてほしいですよ、私たち

は。なので、全然多いわけではないんですけど。安易にオープンにしていいという感じに最

初からならないでほしいなと思いますので。 

さっき委員が言われた、松阪市でも監視していこうなんて話ありましたけど、あんまりグ

ループホームに負荷かけないでほしいんです。作る人がいなくなると困るんで。そんな面倒

くさい、紙いっぱい書かないといけなくなったら、個人的に自分も作りたいって相談されて
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いるのですけど、このようにしなければならないと言ったら嫌だって言うと思うんですよ。

なので、よろしくお願いします。 

 

会長 

 予定をしていた議題につきましていろいろご審議いただきました。いつもの通り 30分オ

ーバーでございます。限られた時間でしたけど、真剣に取り組んでいただきました。他に何

かございませんか。あとは事務局にお返ししますがよろしいでしょうか。 

 

委員 

 私、こういう会議とかいろいろ出させていただくんですけど、私だけが知っているんじゃ

なくて、こちらの会員さん全員がこういうものがほしいねとかいろいろ思いはあるんです。

そういうのも市の方からや市の方へ私からお願いしますって言いますので、教えていただ

きたいし。防災についてもそうなんです。各地域で違うかもしれませんが、各地域でいろい

ろ見てくださいねって言うんですけど、私だけが知っていても、グループホームに入ったら

どうなるのか心配事とかいろいろあると思うんです。そういうのは、私たちに聞いていただ

きたいし。これはこういうことでそうなってますっていうのを、市とコミュニケーションを

取って。各団体ありますけど、団体の中へ浸透させていきたいんです。 

 

会長 

 そうですね。可能であればフォーマルな形での日常的な皆さんの意見交換の場所がいろ

いろとあればということですね。すべて SNSみたいなのに頼るのは難しいと思いますが、日

常的にそういうのを。やりすぎると非常に危ないですけどね。それは注意いただければ。も

し何かあればそういう形で。インフォーマルだと残りますので、フォーマルな形で皆さんた

ちが自由に、日常的に意見交換する場所があればいいのかな。これは理想ですよ。そういう

風に思います。では、事務局お願いします。 

 

事務局(司会)  

本日は長時間にわたりましてご協議いただき誠にありがとうございました。次回の開催

につきましては、年が明けてから 2 回目の会議を設けさせていただきたいと考えておりま

す。日程が決まり次第、後日開催通知をお送りしますので、委員の皆様につきましては、次

回以降も大変お世話おかけしますがよろしくお願いいたします。また会長におかれまして

は、円滑な議事進行を賜り誠にありがとうございました。 

では、以上をもちまして令和 6 年度第 1 回松阪市障害者地域自立支援協議会を終了いた

します。本日はありがとうございました。どうぞお気をつけてお帰りください。 


